
 

 
2021年度 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の 

許可申請に関する講習会テキスト 正誤表 
 

 

１．処分 

科 目 頁数（行数） 誤 正 

第 7 章 

計測管理 

35（1 行目） 施行令第１２条の７ 施行規則第１２条の７ 

第 8 章 

中間処理・再

生処分 

104（5 行目） 

 

 

83.6%でおおむね横ばいとなっている。 83.6%であり上昇している。 

117（29 行目） 

 

 

廃油は約 300 万ｔが排出されている（平成

29 年度）。 

廃油は 268 万ｔが排出されている（平成

30 年度速報値）。 

143（27 行目） 

 

 

8.1％ 9.2％ 

143（28 行目） 

 

 

図 4.2 表 4.1.1 

145（17 行目） 

 

 

表 4.2 各電源の設備の導入状況 表 4.1.1 各電源の設備の導入状況 

 

２．資料集 
科 目 頁 誤 正 

資料Ⅵ-９ 238 

様式第 7 号 

産業廃棄物収集

運搬業許可証 

６．規則第９条の２第６項の規定による ６．規則第９条の２第８項の規定による 

資料Ⅵ-９ 240 

様式第 9 号 

産業廃棄物処分

業許可証 

５．規則第１０条の４第５項の規定による ５．規則第１０条の４第７項の規定による 

資料Ⅷ-８ 343（6 行目） 

 

 

北海道 環境生活部 環境局 

循環型社会推進課 廃棄物管理グループ 

北海道 環境生活部 環境局 

循環型社会推進課 産業廃棄物係 

資料Ⅷ-８ 344（9 行目） 

 

 

埼玉県 電話番号：048-830-4774 埼玉県 電話番号：048-830-3120 

 

処理業 


